
お 知 ら せ 

１．当院では、急性期一般入院料４の届出を行っています。また、勤務する看護職員の７割以上が看護師となって

います。 

当病棟では、１日に１５名以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。なお、時間帯毎の配置

は次のとおりです。 

朝９時〜夕方１７時まで：看護職員１人当たりの受け持ち数は４人以内です。 

夕方１７時〜朝９時まで：看護職員１人当たりの受け持ち数は２５人以内です。 

 

２．当院においては、患者様の負担による付添い看護を行っていません。 

 

３．当院では入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時・

適温で提供しています。 

 

 

４． 当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２２年４月１日より、

領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することとしました。 

    また、公費負担医療の受給者で医療の自己負担のない方についても、平成３０年４月１日より明細書を無料で

発行することとしました。 

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、明細書

の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨お申し出下さい。 

 

５． 当院では、感染防止対策部門を設置するとともに、他医療機関とも連携し、院内感染対策防止に取り組んでい

ます。 

 

６．当院では、診療内容・生活・入院生活・医療保険・退院・転院等の患者様の相談に応じるため、患者相談窓口

として３Fに相談室を設置しています。 



 

 

７．当院における四国厚生支局長への届出を行っている施設基準は以下の通りです。（令和７年１０月現在） 

・急性期一般入院料４ 入院時食事療養／生活療養（Ⅰ） 

・救急医療管理加算 

・急性期看護補助体制加算（25：1看護補助者５割以上 夜間 50：1）  

・感染対策向上加算２（連携強化加算）   

・患者サポート体制充実加算 

・診療録管理体制加算３ 

・データ提出加算１ 

・看護職員処遇改善評価料４４ 

・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

・入院ベースアップ評価料４３ 

・院内トリアージ実施料 

・地域連携夜間・休日診療料 

・夜間休日救急搬送医学管理料 

夜間休日救急搬送医学管理料の注３に掲げる救急搬送看護体制加算１ 

・ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

（撮影に使用する機器：１６列以上６４列未満マルチスライスＣＴ、１.５テスラＭＲＩ） 

・検体検査管理加算（Ⅰ）、（Ⅱ） 

・ヘッドアップティルト試験 

・時間内歩行試験 

・ニコチン依存症管理料 

・神経学的検査 

・長期継続頭蓋内脳波検査 

・二次性骨折予防継続管理料１、３ 

・がん治療連携指導料 

・脳血管疾患等（廃用症候群）リハビリテーション料（Ⅱ） 

・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）  

・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）  

・医科点数表第２章第 10部手術の通則の１６に掲げる手術（胃瘻造設術） 

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

・後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの）  

・麻酔管理料（Ⅰ） 

・薬剤管理指導料 
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